
在宅障害者へのサービス継続支援金等交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅障害者の同居家族が新型コロナウイルスの感染者と

なるなどにより、当該障害者が感染者又は感染者と接触があった者となった

場合、障害福祉サービス等の提供を行う事業者の心理的・精神的負担が大きい

ことから、感染者又は感染者と接触があった者に該当する期間中にサービス

提供を行った事業者に対し、予算の範囲内において、在宅障害者へのサービス

継続支援金等を交付することにより、感染者又は感染者と接触があった者で

ある障害者の在宅生活を維持することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）在宅障害者 障害者支援施設等へ入所せず居宅で生活している者（障害者

支援施設等に入所している者で一時帰宅している者を含む。）であって、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第４条第１項に定める障害者又は児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第４条第２項に定める障害児である千葉市内に居住実態

がある者又はこれに準ずる者をいう。 

（２）感染者と接触があった者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 新型コロナウイルスの患者の同居家族である者 

イ 新型コロナウイルスの感染者の発症日（無症状病原体保有者の場合は

検査の検体採取日）の 2日前以降、感染者とマスクなし、1m以内、15分

以上の接触があった者 

（支援の内容及び交付額） 

第３条 市長は、次の各号に該当する障害福祉サービス等を感染者又は感染者

と接触があった者である在宅障害者へ提供した事業所に対し、支援金の交付

を行うものとする。 

（１）感染者又は感染者と接触があった者の居宅に訪問してサービス提供を行

った事業者に対し、サービス継続支援金として、固定額１５万円と訪問１回

あたり９，０００円を交付する。なお、固定額１５万円は１事業所につき１

回のみの交付とし、訪問１回あたり９，０００円については、感染者又は感

染者と接触があった者１人につき原則１日３回までを上限とする。事業者

より「在宅高齢者へのサービス継続支援金等交付要綱」に基づき同事業所へ

の申請がある場合は、固定額１５万円は交付しないものとする。 



（２）相談支援専門員が感染者又は感染者と接触があった者である在宅障害者

の状況確認の上、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成した

場合に、当該相談支援専門員が属する特定相談支援事業所又は障害児相談

支援事業所に対し、居宅等に訪問してアセスメントの実施を行ったサービ

ス利用支援又は障害児支援利用援助への支援金として１件あたり２０，０

００円を交付する。なお、通常の支給決定更新のみで、大幅なサービス等利

用計画又は障害児支援利用計画の変更がない場合は交付しないものとする。 

（３）感染者又は感染者と接触があった者である在宅障害者に対して、在宅生活

を維持するために決定支給量を超えた分の自費サービスとして居宅に訪問し

てサービス提供を行った場合、自費サービスの費用として市長が認めた額（介

護給付費等の算定基準に準じた額）を事業者に交付する。なお、この支援金の

交付を受ける事業者は、利用者に当該自費サービスの費用を請求することは

できない。 

２ 前項の支援金の交付対象となる事業者は別表に定める障害福祉サービス事

業等を運営する法人（基準該当サービスを実施する団体を含む。）とする。た

だし、市長が支援の対象とすることが不適当と認めた事業者はこの要綱に基

づく支援の対象としない。 

（事前連絡等） 

第４条 前条に該当するサービスを行うにあたっては、事前に相談支援専門員

及び障害福祉サービス課と協議を行い、当該在宅障害者の在宅生活の維持に

必要な最低限のサービスを提供するものとする。 

（交付申請） 

第５条 支援金等の交付を受けようとする事業者は、サービス提供が終了した

後すみやかに、必要書類を添えて、在宅障害者へのサービス継続支援金等交付

申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、支援金等の交付又

は不交付を決定し、在宅障害者へのサービス継続支援金等交付決定通知書（様

式第２号）又は在宅障害者へのサービス継続支援金等不交付決定通知書（様式

第３号）により申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第７条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援金等の交付を受け

たときは、支援金等の交付の決定を取り消すことができるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金等の交付の決定を取り消したときは、在宅

障害者へのサービス継続支援金等交付決定取消通知書（様式第４号）により申



請者に通知するものとする。 

（支援金等の返還） 

第８条 市長は、前条の規定により支援金等の交付の決定を取り消した場合に

おいて、すでに支援金等が交付されているときは、期限を定めて、在宅障害者

へのサービス継続支援金等返還請求通知書（様式第５号）により、その返還を

請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金等の返還を請求した結果、期限までに返還

されなかったときは、延滞金を納付させるものとする。 

３ 前項の延滞金の額の計算及び減額又は免除については、千葉市税外収入金

に係る延滞金の徴収に関する条例（昭和３９年千葉市条例第３４号）の規定の

例による。 

（立入検査等） 

第９条 市長は、支援金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると

きは、申請者に報告させ、又は当該職員に支援金等の交付の対象となる物件等

に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、支援金等の交付に関し必要な事項は、

保健福祉局長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行し、同日以降に提供されたサービスに

ついて適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年８月５日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和５年５月８日から施行する。 

 

 

別表 （第３条関係） 

支援金の種類 支援の対象となる事業 

（１）サービス継

続支援金 

居宅介護、重度訪問介護、訪問入浴サービス、その他在宅

生活維持に必要なサービスとして市長が認めるもの 



（２）サービス利

用支援又は障害

児支援利用援助

への支援金 

計画相談支援、障害児相談支援、その他在宅生活維持に必

要なサービスとして市長が認めるもの 

（３）決定支給量

を超えたサービ

ス提供への支援

金 

居宅介護、重度訪問介護、訪問入浴サービス、その他在宅

生活維持に必要なサービスとして市長が認めるもの 

 


